
「目標１　ともに個性と能力を発揮できる社会の実現」について

１－１　東大和市男女共同参画推進審議会の答申

　「施策の方向性①　妊娠・出産・子育てに対する支援」については、保育
事業で待機児童０を継続した。引き続き一時預かり保育事業も含め、保育が
必要な子育て家庭のワーク・ライフ・バランス※１推進のための支援に努め

る。
　学童保育事業では、待機児童の多い第二小学校通学区域について、令和６
年４月１日より新たに学童保育所を第二小学校内に開設に向け準備した。今
後も放課後における児童の居場所の確保と健全育成に取り組む。
　男女がともに取り組む家庭教育の支援については、中央公民館の保育付講
座において、男性の参加はあるものの、依然少ないことが課題である。男性
の関心が高いテーマや参加しやすい条件設定を工夫するなどの取組が必要で
ある。
　「施策の方向性②　介護環境の整備・支援」については、介護離職の防止
に向けた環境の整備の取組として、市が高齢者在宅サービスセンターを２か
所設置している。介護者等が安心して仕事等に専念できるよう、また日中の
介護負担の軽減を図れるよう、介護サービスの充実に努めた。
　高齢者、介護者等への相談支援体制については、高齢者や介護者等のため
の高齢者ほっと支援センターや、ひとりぐらし高齢者等を見守る高齢者見守
りぼっくすを設置しているが、複雑化する相談内容に対応していくため、人
材育成支援など、さらなる相談受付体制の充実に努める必要がある。

Ⅲ　推進状況調査結果

評価理由

※１　ワーク・ライフ・バランス
　「仕事」と子育てや地域活動など「仕事以外の活動」を組み合わせ、バランスのとれた働き方
を選択できるようにすること。

１－２－１　「課題１　ワーク・ライフ・バランスを実現する子育て・介護支援」
　　　　　　に対する東大和市男女共同参画推進計画連絡会議による評価

評価結果

○

答　　　申

　多様なニーズに応じた保育・子育て支援環境の充実については、令和５年度も保育施設
の待機児童ゼロを達成しましたが、希望する保育施設を利用出来ない家庭もあります。よ
り良い保育環境実現のため、希望する保育施設を利用出来るよう体制の整備に努めてくだ
さい。
　学童保育所については、令和６年度に第二小学校内に学童保育所の開設を進めています
が、依然として入所保留者が多い状況です。児童館や放課後子ども教室等の既存施設だけ
でなく、地域で子どもを見守り、支える場や、多世代交流ができる場所等、地域の有効資
源を活用しながら引き続き子どもの多様な居場所の確保に取り組んでください。
　家庭内の家事・育児等への参画促進については、男女問わず当事者意識を持って、家
事・育児に参加する意欲を高めるような取組や、情報発信に努めてください。
　子育て支援体制の充実については、地域の子育て経験を活かして身近な子育てを応援し
たいと思っている方々と子育て中の家庭を繋げる仕組みづくりを推進してください。
　介護環境の整備・支援については、複雑化していく相談内容に的確に対応していくため
に、質の向上に努めるとともに、数多くの相談件数に対応できるよう体制を整えてくださ
い。
　働き方改革・多様な働き方の実現及び女性の就業継続やキャリア形成支援については、
「働き方改革懇談会」、自治体として都内初の「勤務時間インターバル宣言」、全国初の
「女性の再就職応援宣言」を行いました。これらの取組は、男女共同参画社会実現に効果
的であると高く評価します。市職員の健康保持と女性の活躍推進により、生産性の高い職
場環境の構築、市職員の創造性の向上を目指すこれらの取組を市内民間事業者に積極的に
周知啓発し、労働環境の改善を促す雰囲気をつくり、広めてください。
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１－２－２　調査結果

施策の方向性①　妊娠・出産・子育てに対する支援

具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

(１)
多様な
ニーズ
に応じ
た保育
・子育
て支援
環境の
充実

保育課 保育園事業 　令和5年度においては、ならは
し保育園の開園及びれんげ保育
園の施設整備を行う等、環境の
整備を図った。
　各保育施設と連携を図り、受け
入れの人数等を調整し、昨年に
引き続き、待機児童0人を達成し
た。
　市内の出生率は依然として低
下傾向にある。

   各保育施設と市が連携を図り、
待機児童0人を継続するとともに、
通園する児童及びその保護者が
困ることがないよう、様々な支援を
していく必要がある。

◎

青少年
課

学童保育所
事業

　公設民営11クラブの運営及
び民設民営2クラブへの運営補
助で学童保育を実施してい
る。
　第二小学校内に学童保育所
第二クラブ二小内育成室を令
和6年4月1日から開設するため
の整備を行った。

　学童保育所の入所保留が出
る学校区に係る居場所確保の
対策に取り組んでいく。

○

②
延長保
育、一時
預かり、
休日・年
末保育、
病児・病
後児保育
の充実

子ども
家庭支
援セン
ター

一時預かり
事業（子ど
も家庭支援
センター）

半日利用（延べ人数）　440人
一日利用（延べ人数）　2,184人
【利用理由別の実人数】
①保護者の短時間かつ継続的勤
務、職業訓練、就学等　481人
②保護者の疾病、被災、事故、出
産、看護、介護、冠婚葬祭等
227人
③保護者の育児等に伴う心理的
または肉体的負担の解消　 1,527
人
④その他　389人

　
   就労、就学、介護、冠婚葬祭等
の理由により、一時的に保育が必
要な子育て家庭が一時預かり事
業の利用につながるように、周知
に努める。

◎

保育課 一時預かり
事業（保育
園）

   私立保育園4園で一時預かりを
実施した。
 　延べ利用者数　1,237人

   現状、子育て世帯からの需要
に対応することができているが、
今後も実施保育施設と連携を図
りながら、引き続き需要に応えら
れるよう調整等を行っていく。

◎

子育てをしな
がら働き続け
ることができ
るよう、さら
なる環境整備
を行い、安心
して子どもを
産み育てるこ
とができる保
育環境や支援
サービスの充
実を図る。

①
保育・学
童保育事
業、幼児
教育の充
実

施策 施策概要
主な
事業

担当
部署

令和５年度　事業実績
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具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

(１)
多様な
ニーズ
に応じ
た保育
・子育
て支援
環境の
充実

子育てをしな
がら働き続け
ることができ
るよう、さら
なる環境整備
を行い、安心
して子どもを
産み育てるこ
とができる保
育環境や支援
サービスの充
実を図る。

③
妊娠・出
産・子育
てに関す
る情報提
供・相談
体制の充
実

①子ども家
庭支援セン
ター事業

①相談件数　新規282件
 　延べ13,258件
   【養育支援訪問事業】
　・専門的訪問支援（助産師／保
育士）
    対象者4ケースに計50回派遣
　・育児、家事訪問支援
    対象者1ケースに計17回派遣
　
   【子どもショートステイ事業】
    延べ利用者数　130人
    （81泊利用）

①今後も臨床心理士の活用によ
る相談機能の充実を図るととも
に、児童虐待に係る要支援家庭
をサポートするため、養育支援訪
問事業や子どもショートステイ事
業を活用していく。

②子育てひ
ろば事業

②市内3事業者にて、園庭開放な
ど施設の特色を活かした活動を
実施した。
　延べ利用者数　3,558人

②事業者に事業充実を促進し、
広報に努める。

③子育て相
談

③出張かるがも利用者数
 　330人、相談件数　6件

③子育て支援拠点が近隣にない
地域での定期的な開催を継続す
る。

①母子健康
手帳交付時
面接

①母子健康手帳交付時面接
  493件

②妊産婦訪
問指導

②妊婦訪問指導 6件
 （延べ10件）
  産婦訪問指導実数 483件
 （延べ486件）
  妊婦フォロー件数 152件

③両親学級 ③両親学級は全4回コースを年
6回実施した。
   延べ参加者数258人
  （男性81人、女性177人）

健康推
進課

子ども
家庭支
援セン
ター

◎

　
　今後も妊娠中から切れ目な
い支援ができるように努め、
安心して産み育てられるため
の妊産婦の心身の健康相談と
あわせ、子育てしながら働き
続けるためのサービスについ
て情報提供を行っていく。

◎

担当
部署

令和５年度　事業実績

施策 施策概要
主な
事業
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具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

①父親ハン
ドブックの
配布

①父親ハンドブックの配布数
  493冊

②両親学級 ②両親学級は全4回コースを年
6回実施した。
   延べ参加者数258人
（男性81人、女性177人）

①園庭開放 ①園庭開放を週3日行い、その
中で子育て相談・栄養相談を
行った。

②保護者に
対する子育
て相談

②随時、育児サポート相談を
行い、日々のおたより帳での
サポートや要望に応じて面談
し、対応した。

③0・1・2歳
児あそびの
広場

③月1回、0・1・2歳児の親子
を対象にあそび広場を設け、
手作りおもちゃの紹介や在園
児との交流を行った。

◎

令和５年度　事業実績

施策 施策概要
主な
事業

担当
部署

(２)
父親の
家事・
育児等
への参
画促進

両親がともに
家事・育児等
を担っていけ
るよう、父親
の積極的な参
画に向けて、
意識啓発を行
う。

④
男性の家
事・育児
等への参
画に向け
た知識の
普及

健康推
進課

　感染予防対策として、密を
避けるため2日目は妊婦のみの
参加に制限したが、3日目の沐
浴実習日に父親に2日目の内容
を情報提供した。
　今後も感染予防に留意しつ
つ、父親及び働く妊婦へ必要
な情報提供を行っていく。

(３)
男女が
ともに
取り組
む家庭
教育へ
の支援

固定的な性別
役割分担意識
を払しょくし
て、男女が互
いに協力しな
がら家庭教育
を行うことが
できるよう、
支援や意識啓
発を行う。

⑤
乳幼児保
護者に対
する学習
・交流機
会の提供

保育課 　引き続き通園児の保護者へ
の相談全般（育児・栄養相
談）についてのサービスの充
実を図る。

○
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具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

(３)
男女が
ともに
取り組
む家庭
教育へ
の支援

固定的な性別
役割分担意識
を払しょくし
て、男女が互
いに協力しな
がら家庭教育
を行うことが
できるよう、
支援や意識啓
発を行う。

⑤
乳幼児保
護者に対
する学習
・交流機
会の提供

①保育付講
座（中央・
南街・上北
台公民館）

②幼児親子
向け水遊び
in蔵敷公民
館

②公民館施設の老朽化等もあ
り、実施時の安全管理に課題
が多いために中止した。

②同様の事業については、安
全管理が重要となることか
ら、しっかりとした対策が可
能となった上で再検討する。

中央公
民館

【中央公民館】
「自尊感情を育み、子育てを
楽しむ」ワクワクな自分づく
り講座では1回をファミリー講
座として土曜日に開催し、夫
（男性）の参加を促し参加者
からは好評であった。しか
し、講座への男性の参加はな
かなか難しいのが現実であ
る。

①保育付講座（中央・南街・
上北台公民館）
　引き続き、新たなテーマを
踏まえた保育付講座を企画す
る。

○

【中央公民館】
「自尊感情を育み、子育てを
  楽しむ」ワクワクな自分づ
  くり講座（全10回）
　  定員16人、
　  延べ参加者数 164人
   （女性84人、男性5人、
     子ども79人）

「ヨガ・薬膳・アドラー心理
  学による　自分軸を整える
  講座」（全10回）
    定員15人
    延べ参加者数 211人
   （女性115人、子ども96
     人）

【南街公民館】
「漆を使った金継ぎ・木製ス
  プーン制作」（全9回）
　  定員20人
　  延べ参加者数 175人
   （男性12人、女性126人、
　   子ども37人）

「おうちでできるモンテッ
  ソーリ教育」（全7回）
　  定員20人
　  延べ参加者数 126人
   （男性11人、女性61人、
　   子ども54人）

【上北台公民館】
「ポジティブ心理学＆ゆる体
  操講座」（全10回）
　  定員20人
　  延べ参加者数 128人
   （女性68人、子ども60
     人）

担当
部署

令和５年度　事業実績

施策 施策概要
主な
事業
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具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

(４)
地域に
おける
子育て
支援体
制の充
実

住民相互によ
るサービスを
通じて、地域
全体で子育て
家庭を支える
体制を構築す
る。

⑥
子育て援
助活動に
関する事
業への支
援

子ども
家庭支
援セン
ター

ファミリ
ー・サポー
ト・センタ
ー事業（さ
わやかサー
ビス）

　協力会員　44人
　利用会員　34人
　講習会　4回
　延べ利用者数 127人

　
　広報による事業の周知等を
行い、協力会員及び利用会員
の増加を図っていく。

○

①夏休み☆
みんなでつ
くる遊空間
（公民館全
館）

①中央公民館
 「第20回夏休み☆みんなでつ
  くる遊空間」
    イベント35回
　  延べ参加者数
 　   参加者772人
      スタッフ305人
      自習コーナー48人

①中央公民館
　住民もスタッフとして運営
に携わるイベントで多くの子
どもが参加した。
　しかし、スタッフとなる新
たな住民の募集が課題であ
る。

②街づくり
懇談会（南
街公民館）
の運営

②南街公民館
 「先取り！子育て情報」
 （全8回）定員25人
    延べ参加者数99人
      男性10人
      女性49人
      子ども40人

②南街公民館
　男性の参加者が少なかった
ため、男性受講者にも関心の
高いテーマ、また参加しやす
い条件設定を工夫する。

③子ども
フェスティ
バル、青少
年対象事業
（蔵敷公民
館）

③蔵敷公民館子どもフェステ
  ィバル
  3/2(土）午前10時～午後1時
で実施した。
　  合計267人
　　  来館者数214人
　　  協力者数53人
　
　また、青少年対象事業につ
いては、利用者のニーズ等を
踏まえ検討したが実施に至ら
なかった。

③蔵敷公民館子どもフェステ
  ィバル
　例年参加していた第五中学
校の参加が得られなかったた
め、来年度は参加していただ
けるよう教育委員会指導主事
にも相談しながら、第五中学
校へ働き掛けを行う。
　青少年対象事業について
は、今後も受講者が関心を持
つテーマやニーズにあった内
容をできるか慎重に検討す
る。

④異世代講
座（狭山公
民館）

④狭山公民館
　幅広い世代が関心を持つテ
ーマを指導できる講師につい
て、各方面を当たってみた
が、適当な講師が見つからず
実施に至らなかった。

④昨今はSNSが普及し個々の関
心が細分化しているため、幅
広い世代が関心をもつテーマ
設定自体が非常に困難になっ
ているが、引き続き、指導で
きる講師について、各方面か
ら探していきたい。

⑦
地域住民
と子ども
との交流

中央公
民館

○

施策 施策概要
主な
事業

担当
部署

令和５年度　事業実績
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施策の方向性②　介護環境の整備・支援

具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

(１)
介護離
職の防
止に向
けた環
境整備

固定的な性別
役割分担意識
を払しょくし
て、男女がと
もに仕事と介
護を両立する
ことができる
よう、安心し
て利用できる
介護サービス
の充実に努め
る。

⑧
介護サー
ビス基盤
の充実

介護保
険課

高齢者在宅
サービスセ
ンターの設
置

　市内2か所に設置している高
齢者在宅サービスセンターに
おいて、デイサービス事業を
実施した。
【利用者延べ人数】
・高齢者在宅サービスセン
  ターむこうはら
   【定員30人】5,715人
・高齢者在宅サービスセン
  ターきよはら
   【定員35人】8,971人

　
　さらなる利用者の増加、稼
働率の向上を目指し、高齢者
の多様化するニーズに柔軟に
対応するよう努めていく。

○

　相談窓口の更なる周知を図
るため、市民向け講座等の機
会を捉え、普及・啓発に努め
ていく。
　また、複雑化する相談内容
に対応していくため、各種研
修への参加を促し、人材育成
支援を行う。

施策

(２)
地域に
おける
高齢者
の見守
り体制
の充実

介護者等が介
護を抱え込む
ことがないよ
う、地域全体
で高齢者のい
る世帯を支え
る体制を構築
する。

⑨
高齢者及
び介護者
への相談
支援体制
の充実

地域包
括ケア
推進課

・地域包括
支援セン
ター（高齢
者ほっと支
援セン
ター）事業

・高齢者見
守りぼっく
す事業

　
　介護者等にとって、身近な
地域で気軽に相談できる高齢
者総合相談窓口の充実を図っ
た。

【参考】相談実績
・高齢者ほっと支援センター
　いもくぼ
　  相談延べ件数 12,678件
・高齢者ほっと支援センター
　きよはら
　  相談延べ件数 17,322件
・高齢者ほっと支援センター
　なんがい
　  相談延べ件数 16,855件
・高齢者ほっと支援センター
　しみず
　  相談延べ件数 9,633件

・高齢者見守りぼっくす
　ならはし
　  相談延べ件数 790件
・高齢者見守りぼっくす
　しんぼり
　  相談延べ件数 1,128件
・高齢者見守りぼっくす
　なんがい
　  相談延べ件数 2,208件
・高齢者見守りぼっくす
　しみず
　  相談延べ件数 904件

施策概要
主な
事業

担当
部署

令和５年度　事業実績

○
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　「施策の方向性①　働き方改革・多様な働き方の実現」については、事業
者や労働者に対し、妊娠・出産・介護等のライフイベントを経ても働き続け
られる職場環境の実現に向けた支援、情報発信を行った。あわせてハラスメ
ントの防止に向けた情報発信、パネル展を実施し、男女が共に働きやすい職
場環境を促進した。情報発信の方法については、さらに積極的で効果的に取
り組むことが必要である。
　「施策の方向性②　女性の就業継続やキャリア形成支援」については、他
機関との共催により就職相談会を実施し、育児・介護を理由として退職した
人が、その能力や経験を活かすことができるよう、再就職に向けた支援を
行った。
　職域拡大や登用促進に関する情報発信については、性別で職域が限定され
ることなく、多様な人材があらゆる分野で活躍できるよう、積極的な情報発
信を引き続き行う。

△

１－３－１　「課題２　働く場における男女共同参画の推進」
　　　　　　に対する東大和市男女共同参画推進計画連絡会議による評価

評価結果 評価理由
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１－３－２　調査結果

施策の方向性①　働き方改革・多様な働き方の実現

具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

①就職情報
室の活用

①就職情報室の利用促進のた
め周知を行い、市民の雇用機
会の確保に努めた。(市報掲
載：12回）

②労働相談
に関する情
報提供

②国や都、関係団体が発行す
るハンドブックやリーフレッ
ト等を窓口に設置し、必要に
応じて情報提供を行った。

⑪
男女共同
参画に関
する情報
提供

地域振
興課

女性の就労
に関する情
報提供

　国や東京都が実施するセミ
ナーや相談会等の情報を、市
役所1階入口ホールのラックに
掲出した。今年度から新たに
SNSでの情報発信も行った。

　引き続き女性の就労に関す
る情報提供が十分にできるよ
う、効果的な広報の仕方を検
討していく。 ○

産業振
興課

ハラスメン
ト防止に向
けた情報提
供

　国や東京都、関係団体が発
行するハンドブックやリーフ
レット等を窓口に設置し、必
要に応じて情報提供を行っ
た。
（設置場所：本庁北玄関1か
所、産業振興課窓口1か所）

　労働法関連について、関係
機関のリーフレット等を掲出
し、事業者・労働者に対し、
更に積極的な情報提供に努め
る。 ○

地域振
興課

ハラスメン
ト防止に向
けたパネル
展

　ハラスメントの防止に向け
た情報提供を行い、男女がと
もに働きやすい職場環境の整
備を促進した。

　より多くの方に情報提供が
できるよう、パネル展を1か月
間実施した。
　今後も、引き続き、広く市
民に情報提供を行っていく。

○

※２　セクシュアル・ハラスメント
　性的嫌がらせを意味する。相手の意に反した性的な性質の言動で、身体への不必要な接触、性的関係の
強要、性的なうわさの流布、人目にふれる場所へのわいせつな写真やポスターの掲示などが含まれる。

※３　パワー・ハラスメント
　職場など組織内で、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神
的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為をいう。

※４　マタニティ・ハラスメント
　働く女性が妊娠・出産をきっかけに職場で精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり、不当な扱いを受けた
りすることを意味する。

（１）
男女が
ともに
働きや
すい職
場環境
の実現

⑩
労働相談
に関する
情報提供

産業振
興課

○

⑫
働く場に
おける各
種ハラス
メントの
防止に向
けた情報
提供

　ワーク・ライフ・バランス
を実現できる働き方につい
て、関係機関のリーフレット
等を掲出し、事業者・労働者
に対し、更に積極的な情報提
供に努める。

市内事業者・
労働者に対
し、妊娠・出
産・介護等の
ライフイベン
トを経ても働
き続けられる
職場環境の実
現に向けた支
援、情報提供
を行う。

市内事業者・
労働者に対
し、セクシュ
アル・ハラス
メント※２、パ
ワー・ハラス
メント※３、マ
タニティ・ハ
ラスメント※４

等の防止と適
切な対応に向
けた情報提供
を行う。

施策 施策概要
主な
事業

担当
部署

令和５年度　事業実績
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施策の方向性②　女性の就業継続やキャリア形成支援

具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

⑬
再就職に
つなげる
ための関
係機関と
の連携

産業振
興課

就職情報室
の活用

　就職情報室の利用促進のた
めの周知を行い、市民の雇用
機会の確保に努めた。
(市報掲載：12回）

　関係機関と連携を図り、利
用促進のための周知を行い、
再就職に向けた支援を行う。

○

産業振
興課

関係機関共
催の就職面
接会

　
　立川公共職業安定所と協働
で、就職面接会を1回実施、東
京しごとセンターと共催で就
職面接会を計2回実施、女性し
ごと応援テラス多摩と共催で
セミナー（就職活動の面接対
策等）をハミングホールの小
ホールで1回実施した。
　参加者32名（全員女性）
 【参加定員40人程度】

　
　他機関との共催により就職
面接会を実施し、女性の再就
職に向けた支援を行う。

◎

保育課 保育園のお
しごと説明
・相談会

　
　 立川公共職業安定所共催で、
説明・相談会を年2回実施した。
　 延べ参加者数
  　1回目：16人
　　　　　　（女性16人）
　　2回目：16人
　　　　　　（男性3名、女性13人）
　1・2回目とも定員設定なし。

　
　説明・相談会を実施するに
当たり、市内認可保育園への
就職希望者のさらなる集客の
ため、周知をどのように行う
かが課題となっている。

◎

女性自らの意
思で多様な
チャレンジが
できるような
就業・創業の
支援強化や
キャリア形成
支援につなが
る交流機会の
提供に努め
る。

⑮
創業支援
事業

産業振
興課

創業塾 　東大和市創業塾を年1回実施
した（女性限定ではない）。
　内容としては、経営・財務
・人材育成・販路開拓につい
て学ぶほか、参加者同士の交
流も盛んである。
　創業塾参加人数
　(定員20人程度)
　23名
  (男性11人　女性12人)

　創業塾のカリキュラムにお
いて、受講者同士の交流が性
別の違いに関係なく深められ
るように座席など工夫する。

○

産業振
興課

職域拡大や
登用促進に
関する情報
提供

　国や東京都、関係団体が発
行するハンドブックやリーフ
レット等を窓口に設置し、必
要に応じて情報提供を行っ
た。

　職域拡大や登用促進に関す
る関係機関のリーフレット等
を掲出し、経営者・労働者に
対し、積極的な情報提供に努
める。

○

地域振
興課

　国や東京都等が実施する研
修会や交流会等の情報を、市
役所1階入口ホールのラックに
掲出した。
　今年度からSNSでの情報発信
を行った。

　引き続き十分な情報提供が
できるよう、効果的な広報の
仕方を検討していく。

○

担当
部署

令和５年度　事業実績

（１）
女性の
就業継
続やキ
ャリア
形成支
援

育児・介護等
を理由として
退職した人
が、その能力
や経験を活か
すことができ
るよう、再就
職に向けた支
援を行う。

⑭
就職相談
会の開催

施策

（２）
女性の
職域拡
大・登
用促進

多様な人材の
能力を最大限
発揮させるこ
とが企業価値
向上の重要な
要素の一つと
されているこ
とを受け、女
性の職域拡大
や積極的登用
など、企業に
多様性をもた
らす取組に関
する情報提供
を行う。

⑯
職域拡大
や登用促
進に関す
る情報提
供

施策概要
主な
事業

○51  
 

○52  ○53  ○54  
  

○56  ○57  
  

○58  ○60  ○59  

  

 

○55  
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　「施策の方向性①　地域活動への参画促進」における男女双方の視点に立
った地域活動の推進については、生涯学習人材バンクの制度活用について利
用が少ないことから、自分の知識や技能を活かしたい人材と学習活動をした
い市民に対する周知や情報提供の充実に努める必要がある。また、公民館の
地域デビュー講座は定員を超える申し込みはあったものの、男性の参加希望
者が少なかった。今後も男女問わず受講者が関心を持つテーマでかつ男性が
参加しやすい内容の講座を実施することが課題である。
　施策における防災分野への女性の参画の取組については、市の職員を対象
に男女共同参画の視点に立った防災対策の取組として、東京都が主催する
「防災ウーマンセミナー」の受講会を開催し、職員間で防災対策の情報共有
をしたことは評価できる。引き続き市の実施事業等を通じて、防災の取組へ
の女性の参加の啓発を継続することが重要である。
　「施策の方向性②　意思決定の場への参画促進」については、自治会やイ
ベントの実行委員会の男女比率の偏りが依然見られることから、性別による
役割の固定化が生じないよう、引き続き積極的な働きかけを行うことが必要
である。

１－４－１　「課題３　地域活動・意思決定の場への男女共同参画の推進」
　　　　　　に対する東大和市男女共同参画推進計画連絡会議による評価

評価結果 評価理由

△
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１－４－２　調査結果

施策の方向性①　地域活動への参画促進

具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

（１）
男女双
方の視
点に立
った地
域活動
の推進

地域活動への
参加を促進す
る意識啓発を
行う。

⑰
東大和市
生涯学習
人材バン
クの活用

生涯学
習課

生涯学習人
材バンク登
録者の募集
及び紹介
（体験講
座）

・人材バンク登録者は1年前と
比べて、女性が3人増加した。

・人材バンク制度の周知を図
るため、6/9日(金)～6/11(日)
に体験講座を行い、合計65人
の参加があった。

　より広く周知を行うこと
で、登録者を地域資源として
認識してもらう。

・令和6年3月31日現在
　生涯学習人材バンク登録者
　29人（男性8人、女性21人）

○

・青少年対
象講座（蔵
敷公民館）

【蔵敷公民館】
　青少年対象講座について
は、利用者のニーズ等を踏ま
え検討したが実施に至らな
かった。

【蔵敷公民館】
　今後も受講者が関心を持つ
テーマやニーズにあった内容
をできるか慎重に検討する。

・地域デビ
ュー講座
（狭山公民
館）

【狭山公民館】
　地域デビュー講座
 「気軽にはじめる書道入門」
 （全4回）
　延べ参加者数29人
 （男性8人　女性21人）

【狭山公民館】
　申込み初日に定員（各回10
人）が埋まり、キャンセル待
ち9人、お断りした参加希望者
が19人いた。定員数等につい
て、慎重に検討したい。

・やりがい
講座（上北
台公民館）

【上北台公民館】
　やりがい講座
 「毎日が愉しくなる断捨離講
   座」
 （全4回）
  延べ参加者数88人
 （男性0人　女性88人）

【上北台公民館】
　定員24人に対し、55人の申
込みがあった。講師と相談の
うえ、定員を28人に増やし、
厳正な抽選を行ったが、結果
として参加者が全員が女性と
なった。

地域に暮らす
人誰もが、互
いに認め合
い、協力し合
えるよう、若
者、高齢者、
障害者など多
様な人々の地
域活動への参
加を推進す
る。

⑲
自治会活
動への支
援

地域振
興課

自治会補助
金の交付

　自治会に対し、自治会補助
金を交付した。(64件）

　自治会活動の活性化に補助
金を有効活用し、老若男女問
わず多様な住民の参加推進の
参考となるよう、活動事例の
共有機会を充実させる。

○

施策 施策概要
主な
事業

担当
部署

令和５年度　事業実績

⑱
地域デ
ビュー講
座の開催

中央公
民館

○
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具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

（１）
男女双
方の視
点に立
った地
域活動
の推進

地域に暮らす
人誰もが、互
いに認め合
い、協力し合
えるよう、若
者、高齢者、
障害者など多
様な人々の地
域活動への参
加を推進す
る。

⑳
ボランテ
ィア・地
域活動と
の連携

地域包
括ケア
推進課

①体操自主
グループ等
の活動の支
援

①体操自主グループ等の活動
の支援、体操普及推進員等に
対し、連絡会を実施し、フォ
ローアップ講座、救命講習、
参加者同士の情報交換などを
行い、体操自主グループ等の
活動を支援した。
　介護予防リーダー・体操普
及推進員連絡会（合同）：4回

①自主グループが運営してい
る市内の体操会場間の情報共
有を図り、市全体の体操会場
の運営課題等を抽出し、解決
策を検討していく。

②老人クラ
ブの活動の
支援

②補助金の交付状況
  ・単位老人クラブ
    15団体
　  合計2,871,871円
  ・シニアクラブ連合会
    1団体
    791,388円

②課題として会員数の減少や
会員の高齢化があるが、加入
率向上の対策については、有
効な手立てがないのが実情で
ある。老人クラブに加入する
ことにより、行事に参加して
交流・発表の機会があること
などのメリットがある点を周
知する。

土木公
園課

ボランティ
アによる花
植え等の個
別活動の支
援

　ボランティアによる花植え
等の個別活動の支援を実施
し、市内26箇所の花壇を維持
管理している。
 【令和5年度に実際に活動し
   たボランティア186人】

　各花壇ごとの維持管理状態
に差があるため、土壌改良や
ボランティア自身の技能習得
の機会の増加などを行ってい
く。

◎

○

施策 施策概要
主な
事業

担当
部署

令和５年度　事業実績

障害福
祉課

東大和市地
域自立支援
協議会・部
会の運営

地域自立支援協議会
  ・全体会　17人
  （男性6人、女性11人）
　  年4回開催（各部会のと
    りまとめ、地域課題共
    有）

  ・生活部会　15人
  （男性4人、女性11人）
　  年6回開催（合理的配慮
    について）

　・就労部会　12人
　（男性6人、女性6人）
　　年４回開催（就労セミ
    ナー）

　・相談部会　12人
　（男性2人、女性10人）
　　年12回開催（地域生活支
    援拠点等事業、事例学
    習）

　・防災防犯部会　13人
　（男性4人、女性9人）
　　年4回開催（マイタイム
    ラインの作成、防犯腕章
    に係る取組）

　障害の有無に関わらず、多
様な方々が地域活動へ参加を
することができるよう今後も
配慮を行っていく。また、多
くの当事者・家族の意見を吸
い上げる工夫が必要である。

○
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具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

（１）
男女双
方の視
点に立
った地
域活動
の推進

地域に暮らす
人誰もが、互
いに認め合
い、協力し合
えるよう、若
者、高齢者、
障害者など多
様な人々の地
域活動への参
加を推進す
る。

⑳
ボランテ
ィア・地
域活動と
の連携

中央公
民館

障がい者青
年教室
「ビートク
ラブ」(中央
公民館）

【中央公民館】
「青年ビートクラブ」
  全17回
　・みんなの作品展出展
　・福祉祭参加
　　「ビューティフルサン
　　デー」他
　・野外活動
　　「小松沢レジャー農
　　園」
　　延べ参加者数553人
　    スタッフ150人
      メンバー403人

【中央公民館】
　スタッフとして様々な方が
関わることで、障害のある参
加者と交流を深めた。
　様々な市民と関わりを持
ち、障害の有無を越えた交流
を広げたい。

◎

①水防訓練

②総合防災
訓練

①～③については、各1回開催
した。

　引き続き、参加者からの意
見等を反映させた防災啓発事
業等の実施に努める。

③防災モデ
ル地区事業

③訓練への参加を通じて、男
女共同参画の視点に立った防
災対策を実施できるように啓
発を継続する。

④避難所体
験訓練

⑤分散型の
防災啓発事
業

④市民向けに、避難所体験訓
練における講話の中で、男女
共同参画の視点から避難所運
営について説明を行い、意識
啓発を行った。

⑤職員向けに、男女共同参画
の視点から東京都が主催する
女性の視点から学ぶ「防災ウ
ーマンセミナー」の受講会を
開催し、職員間で防災対策を
情報共有した。
  受講申込み人数88人
  当日受講参加人数86人

⑥自治会等
が実施する
訓練への参
加

⑥については、3回参加した。

①防災モデ
ル地区事業
の実施

②避難所体
験訓練の実
施

①、②については、各1回開催
し、避難所運営等への女性参
加について啓発を行った。

①、②市の実施事業等を通じ
て、防災の取組への女性の参
加に係る啓発を継続する。

③自治会等
が実施する
訓練への参
加

③については、3回参加した。 ③については、訓練への参加
を通じて、女性の意見等を所
属する組織等に反映できるよ
うに啓発を啓発を継続する。

㉒
避難所運
営等への
女性参加
の推進

防災安
全課

○

（２）
防災分
野への
女性の
参画

避難所運営等
における男女
のニーズに違
いがあるた
め、男女共同
参画の視点に
立った防災対
策につながる
よう、女性の
参加を推進す
る。

㉑
男女共同
参画の視
点に立っ
た防災対
策の実施

防災安
全課

○

施策 施策概要
主な
事業

担当
部署

令和５年度　事業実績
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施策の方向性②　意思決定の場への参画促進

具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

（１）
地域活
動の活
性化

防災安
全課

自治会等に
対する防災
講話

　自治会等に対する防災講話
について、3回実施した。

　防災講話を通じて、防災活
動における役割を性別により
固定化することがないよう、
啓発を継続する。 ○

地域振
興課

自治会長等
会議の開催

　自治会長等会議を開催し、
自治会活動の取り組みの事例
発表や、多様化する価値観を
考慮した自治会運営について
意見交換を行った。

　自治会への新規加入者の減
少や、役員の担い手不足によ
る活動維持が課題であるが、
加入率向上の対策について
は、有効な手立てがないのが
実情である。
　自治会が存在する重要性を
周知する必要がある。

○

㉔
イベント
の実行委
員会への
啓発

　庁内の5課10事業のイベント
について、実行委員会で実施
し、様々な年齢や性別の市民
が地域活動に参画している。
市は事務局として活動を支援
している。

産業振
興課

地域活動へ
の参画促進
のための啓
発

①産業振興課
　東大和市産業まつり実行委
員会（男性51人、女性9人）

  うまかんべぇ～祭実行委員
会(男性8人、女性9人)

①産業振興課
　実行委員会委員の男女比率
が偏らないように配慮すると
ともに、性別に基づいた役割
の固定化が生じることがない
よう、実行委員会に対し引き
続き改選時期に働きかけを
行っている。
　また、実行委員会によって
は、様々な団体から委員を選
出してもらうなど、性別によ
る役割の固定化が生じないよ
う、引き続き働きかけを行
う。

健康推
進課

健康のつど
い実行委員
会・健康づ
くり推進会
議

②健康推進課
　幅広い世代の方々の参加促
進。積極的な広報活動。

施策 施策概要
主な
事業

担当
部署

令和５年度　事業実績

地域活動にお
ける役割を性
別により固定
化することが
ないよう、自
治会活動やイ
ベントの実行
委員会などに
対し、働きか
けを行う。

㉓
自治会・
地域自主
防災組織
への啓発

②健康推進課
　健康のつどい実行委員会・
健康づくり推進会議
　　健康づくり推進会議を2
　回開催した。
    1回目
     令和5年9月4日(月)
    2回目
   　令和5年9月22日(金)
     (書面開催）
　     委員13人
　    （男性6人、女性7人）

  具体的な取組内容
    ひがしやまと私の健康プ
  ロジェクト（健幸BINGO）
  の実施
    82人参加
      男性 24人
      女性 56人
      回答なし 2人

○

△
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具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

（１）
地域活
動の活
性化

地域活動にお
ける役割を性
別により固定
化することが
ないよう、自
治会活動やイ
ベントの実行
委員会などに
対し、働きか
けを行う。

㉔
イベント
の実行委
員会への
啓発

環境対
策課

地域活動へ
の参画促進
のための啓
発

③環境対策課
   令和4年度に引き続き、実行委
員会役員の体制として、計9人
（男性4人、女性5人）と、男女比
率はほぼ均等を保てた。

③環境対策課
   会長1名、副会長2名について
も、副会長1名が女性(以前は3名
とも男性)となった。
　 役割についても男女での偏りを
緩和できたが、会長は男性である
という役割の固定化が生じること
のないよう、引き続き働きかけを
行う。

○

中央公
民館

「夏休み☆
みんなでつ
くる遊空間
（公民館全
館）」

⑤中央公民館
　「第20回夏休み☆みんなで
    つくる遊空間」
  　イベント35回
　　延べ参加者数
      参加者772人
      スタッフ305人
      自習コーナー48人

⑤中央公民館
　住民が実行委員となってイ
ベント運営に携わっている。
また、高校生もスタッフとな
り、小学生との交流も果たせ
た。さらに青少年がまた来た
いと思える様な楽しめる魅力
的な居場所になるよう工夫し
ていきたい。

◎

生涯学
習課

・生涯学習
課が関わる
イベント等
の実行委員
会に対し
て、性別に
よる役割の
固定化が生
じることが
ないよう働
きかけを行
う。

・実行委員
会では、各
自治会やPTA
連合協議会
などの様々
な団体から
委員を選出
してもらう
など、性別
による役割
の固定化が
生じないよ
う、働きか
けている。

④生涯学習課
  ふれあい市民運動会実行委
  員会
  ⇒　男7人、女4人

  東大和市民文化祭実行委員
  会
  ⇒　男18人、女15人

  多摩湖駅伝大会実行委員会
  ⇒　男12人、女1人

④生涯学習課
　引き続き、実行委員の選出
について、性別による役割の
固定化が生じないよう、働き
かけること。

○

令和５年度　事業実績

施策 施策概要
主な
事業

担当
部署

○51  
 

○52  ○53  ○54  
  

○56  ○57  
  

○58  ○60  ○59  

  

 

○55  
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「目標２　互いの人権を尊重できる環境づくり」について

２－１　東大和市男女共同参画推進審議会の答申

　「施策の方向性①　暴力防止に向けた啓発」については、暴力防止に関す
るパネル展を市役所庁舎内と市内商業施設で４月と１１月に実施し、年間を
通してホームページやＳＮＳで暴力防止に向けた情報発信を行い、広報・啓
発に努めた。今後もさらなる効果的な情報発信の場や手法を検討する必要が
ある。
　小・中学校においては、人権教育プログラム等の資料を活用し、様々な教
育活動の場面で発達段階に応じた指導を行い、暴力に対する幅広い認識の普
及に努め、一定の効果が得られている。
　市職員を対象としたハラスメント防止の研修では、効果的な意識啓発、防
止をしていくため、今後全職員が受講する必要がある。
　「施策の方向性②　相談と支援体制の充実」については、「女性のための
悩みごと相談」を新たに開始した。すでに実施している「女性のための法律
相談」とあわせ、女性の様々な相談に寄り添う体制を整えた。
　市役所内の各職場で、配偶者等からの暴力被害者の早期発見・対応につな
げるため、職員の資質向上に努める取組として東京ウィメンズプラザから専
門相談員を講師として迎え研修を実施し、被害者に寄り添った相談支援体制
の充実に努めた。

○

※５　アクティブ・バイスタンダー
　ハラスメントや様々な暴力や差別が起きた時、その場に居合わせた加害者でも被害者でもない
第三者が、被害を軽減するために、それを阻む行動をする人のこと。
※６　性的少数者
　性的指向（どのような性別の人を好きになるか）や性自認（自分が認識している自分自身の性
別）などが、何らかの意味で「性」のあり方が多数派と異なる人のこと。

答　　　申
　
　男女間における暴力の防止については、人権教育を含め、小・中学校において人権尊重
の理念に基づき、発達段階に応じた指導を引き続き実施してください。また、子どもだけ
でなく、大人に対しても、ハラスメントや暴力に対しては大多数の人は被害者でも加害者
でもない「第三者」であることを踏まえ、啓発事業を行う際にはアクティブ・バイスタン
ダー※５の視点を取り入れてください。
　相談と支援体制の充実については、法律相談に加え、新たに公認心理師が相談者に寄り
添う、女性のための悩みごと相談を実施したことを評価します。今後は需要が多いことを
踏まえ、多くの相談者に寄り添える体制の充実に努めてください。一方で男性に対する配
偶者等からの暴力についての相談窓口が依然として無いことから、早急に相談体制を整え
てください。
　ひとり親家庭に対する支援事業である「ひとり親家庭ホームヘルプサービス」事業につ
いては、この制度を利用できる可能性がある人に情報が漏れなく行き渡るように周知方法
を工夫してください。
　性の多様性に関する取組については、パートナーシップ宣誓制度や、性的少数
者※６の方などの自分らしい生き方を尊重することへの周知や理解を促進する取組を進め
てください。
　市の職員研修を活用した意識啓発の取組については、各種ハラスメント、ストーカー行
為等の防止についての研修を全職員が受講するように努めてください。

２－２－１　「課題１　配偶者等からの暴力の防止」
　　　　　　に対する東大和市男女共同参画推進計画連絡会議による評価

評価結果 評価理由
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２－２－２　調査結果

施策の方向性①　暴力防止に向けた啓発

具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

㉕
暴力防止
に向けた
広報・啓
発

地域振
興課

①暴力防止
に関するパ
ネル展

①4月の「若年層の性暴力被害
予防月間」と11月の「女性に
対する暴力をなくす運動月
間」に合せ、市役所1階入口
ホール及び市内商業施設でパ
ネル展を実施した。

　市内商業施設内の市の情報
発信コーナーが閉鎖したた
め、新たに周知・啓発できる
場を検討する必要がある。

②ホーム
ページやSNS
での情報提
供

②年間を通し、ホームページ
とSNSで情報提供を行い、暴力
防止に向けた広報・啓発を
行った。

㉖
人権尊重
の理念に
基づく男
女平等教
育の実施

教育指
導課

①東京都教
育委員会作
成の人権教
育プログラ
ム（学校教
育編)等に基
づく指導

①小・中学校において人権教
育プログラム等の資料を活用
し、様々な教育活動の場面で
発達段階に応じた指導を行
い、一定の効果が得られてい
る。

  引き続き、生活指導主任会
等で国や都から配布される資
料についてわかりやすく且つ
確実に学校へ伝える工夫を行
う。

②文部科学
省「命の安
全教育」に
関する資料
の周知

②文部科学省「命の安全教
育」に関する資料や、デート
DV※７、ダイバーシティ教育の
取組事例などを市内全校に周
知するための情報提供を行っ
た。

（２）
各種ハ
ラスメ
ント・
ストー
カー行
為の防
止

モラル・ハラ
スメント※８、
ストーカー行
為等を防止す
るための意識
啓発を行う。

㉗
職員研修
を活用し
た意識啓
発

職員課 主事職を対
象とした研
修の実施

　令和5年度は主査職及び管理
職以上を対象として2回研修を
実施した。

施策

（１）
暴力に
対する
認識を
高める
周知・
普及

配偶者等から
のあらゆる暴
力は人権侵害
であるという
正しい認識を
普及する。ま
た、暴力に対
する幅広い認
識を深めるた
めの情報提供
やデートDV※７

等、若い世代
に対する正し
い認識の普及
に努める。

◎

○

施策概要
主な
事業

担当
部署

令和５年度　事業実績

×

　主査職及び管理職以上につ
いては実施できたが、主事職
については実施できていな
い。
　ハラスメントの多くは職場
で起こることが多いため、効
果的なハラスメントの意識啓
発、防止をしていくため、職
員を管理監督する立場である
管理職をはじめ、主査職を対
象とした研修を実施した。
　また、研修を受講できる人
数等に限りがあるため、主事
職を対象とした研修について
は、実施ができなかった。今
後、全職員にハラスメントの
意識啓発を行っていく必要が
あり、随時行っていくことを
考えている。

※７　デートDV
　婚姻も同居もしていない恋人や交際相手などの親密な関係にある者の一方から他方に対して振るわれ
る、あらゆる暴力のこと。
※８　モラル・ハラスメント
　モラル（道徳）による精神的な暴力や言葉や態度による嫌がらせのことを意味する。
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具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

（２）
各種ハ
ラスメ
ント・
ストー
カー行
為の防
止

モラル・ハラ
スメント※８、
ストーカー行
為等を防止す
るための意識
啓発を行う。

㉘
モラル・
ハラスメ
ント

※８、ス
トーカー
行為等の
防止に向
けた広報
・啓発

地域振
興課

ハラスメン
ト防止に関
するパネル
展

　市報に「女性に対する暴力
をなくす運動」に関する記事
を掲載し、市役所1階入口ホー
ル及び市内商業施設の市の情
報発信コーナーで意識啓発の
ためのパネル展を実施した。
　また、市内公共施設でもポ
スター掲示による情報提供を
行った。

　市内商業施設内の市の情報
発信コーナーが閉鎖したた
め、新たに周知・啓発できる
場を検討する必要がある。

◎

施策 施策概要
主な
事業

担当
部署

令和５年度　事業実績
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施策の方向性②　相談と支援体制の充実

具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

（１）
支援に
結びつ
けるた
めの情
報提供

配偶者等から
の暴力の被害
者支援につな
がるための情
報提供を行
う。

㉙
相談窓口
等の広
報・啓発

地域振
興課

相談カード
の民間施設
への増設

　内閣府や東京都から送付さ
れた相談窓口が記載された
カードを市内全公共施設及び
民間施設（3施設）に設置し、
周知を図った。（市内23施設
47か所）

　さらなる相談窓口の周知を
図るため、相談カードの新た
な設置場所の検討を行い、普
及・啓発に努めていく必要が
ある。

◎

（２）
被害者
に寄り
添った
相談支
援体制
の充実

早期発見に向
け、各相談窓
口・関係機関
へ迅速かつ適
切な支援につ
なげるための
連携体制を強
化する。

㉚
関係機関
との連携
の強化

地域振
興課

①「女性の
ための法律
相談」の実
施

①月1回5人の定員枠で実施。
年間60人の相談定員枠を44人
が利用した。

　「女性のための悩みごと相
談」はキャンセル待ちが出る
など、需要がある。
　今後、「女性のための悩み
ごと相談」の相談枠数を増や
す検討を行う必要がある。

②「女性の
ための悩み
ごと相談」
の実施

②7月から3月までの9か月間で
月1回3人の相談定員枠で実
施。27人の相談定員枠を20人
が利用した。

各職場におい
て、早期発見
・対応につな
げることがで
きるよう、職
員の資質向上
に努める。

㉛
職員研修
の実施

地域振
興課

職員向け庁
内研修

　3/14(木)に東京ウイメンズ
プラザの「出前講座」制度を
利用し、専門相談員を講師と
して迎え、基礎的知識の習得
とグループワークを通じて、
知識の理解を深める研修を実
施した。
　事前の申込者34人。当日は
29人が受講した。

   全課の職員が受講するように促
したが、受講者がいない課もあっ
た。受講者がいない課に理由を
確認し、令和6年度は、全庁的に
受講しやすい時期に研修日を設
定した。
　また、研修受講者に研修終了
後、記入してもらったアンケートを
参考にして、来年度の研修内容
の改善に努める。

○

（３）
被害者
の安全
の確保
・保護

被害者の安全
を迅速に確保
できる体制整
備に努める。

㉜
配偶者等
からの暴
力の被害
者支援に
つなげる
体制の充
実

地域振
興課

職員向けDV
対応マニュ
アルの周知

　3/14日(木)に東京ウイメン
ズプラザの「出前講座」制度
を利用した研修で、職員向け
DV対応マニュアルを受講者に
配布し、周知と意識啓発を
行った。

　研修で学んだ知識と併せ
て、マニュアルで市職員とし
てのDV対応についても理解し
てもらえるように取り組む。

○

◎

施策 施策概要
主な
事業

担当
部署

令和５年度　事業実績

○51  
 

○52  ○53  ○54  
  

○56  ○57  
  

○58  ○60  ○59  

  

 

○55  
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　「施策の方向性①　ひとり親家庭・外国籍市民への支援」のひとり親家庭
への支援については、生活困窮や貧困問題に直面する可能性が高い、ひとり
親に対しては、経済的自立の促進のための施策を実施している。施策につい
ては、制度に関する情報提供を適切に行い、さらなる支援の充実に取り組む
必要がある。
　また、「東大和市くらし・しごと応援センターそえる」においての生活困
窮者の相談・支援件数も依然として多いが、家計改善や住居確保給付金の受
付等の実施により、経済的自立の促進に寄与していることから、事業の重要
性を評価する。
　外国籍市民への支援については、年齢・性別を問わず、安心して生活がで
きるように通訳交流員を派遣するなど支援に取り組んだ。外国籍市民の日本
語習得を支援する日本語ボランティアグループについては、活動に参加する
ボランティアが高齢化傾向にあるため、活動を継続するための取組として、
SNSや市報等で周知を行うことが必要である。

２－３－１　「課題２　配慮が必要な人への支援」
　　　　　　に対する東大和市男女共同参画推進計画連絡会議による評価

評価結果 評価理由

○
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２－３－２　調査結果

施策の方向性①　ひとり親家庭・外国籍市民への支援

具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

生活困窮や貧
困問題に直面
する可能性の
高いひとり親
家庭への支援
を行う。

㉝
ひとり親
家庭ホー
ムヘルプ
サービス
事業の周
知と充実

子ども
家庭支
援セン
ター

ひとり親家
庭ホームヘ
ルプサービ
ス事業の周
知と充実

　制度の周知方法について、
令和5年度に、市公式ホーム
ページ及び児童扶養手当現況
届のお知らせに同封するひと
り親家庭対象の制度案内など
をより分かりやすいものに内
容を改善した。

　ホームヘルパー派遣実績
　　派遣　 2人（女性2人）
　　回数　17回

　引き続き、制度の周知方法
について、市公式ホームペー
ジ及び児童扶養手当現況届の
お知らせに同封するひとり親
家庭対象の制度案内などをよ
り分かりやすいものに内容を
改善する検討をする。 ○

②高等学校程度卒業認定試験
合格支援事業
  受講開始時給付金
    0件
  受講修了時給付金
    0件
  合格時給付金
    0件

③母子・父子自立支援プログ
ラム策定事業
  新規策定件数
    0件

④「ひとり親全力サポート
キャンペーン」の実施
  実施日
　　令和5年8月25日(金)
  相談者数2人
 （男性0人、女性2人）

○

施策 施策概要
主な
事業

担当
部署

令和５年度　事業実績

（１）
様々な
理由に
より生
活上の
困難に
直面し
ている
人が、
地域社
会から
孤立し
ないた
めの支
援

㉞
ひとり親
家庭自立
支援事業
の実施

子ども
家庭支
援セン
ター

ひとり親家
庭自立支援
事業の実施

　令和5年度に制度の周知方法
について、市公式ホームペー
ジ及び児童扶養手当現況届の
お知らせに同封するひとり親
家庭対象の制度案内などをよ
り分かりやすいものになるよ
う、内容を改善した。

①母子家庭及び父子家庭自立
支援給付金支給事業
  自立支援教育訓練給付金
    3件
  高等職業訓練促進給付金
    4件 延37月
  高等職業訓練修了支援給
  付金
    0件

   引き続き、制度に関する情報を
収集し、適切に情報提供を行い
支援を実施する。
　 また制度の周知方法につい
て、市公式ホームページ及び児
童扶養手当現況届のお知らせに
同封するひとり親家庭対象の制
度案内などをより分かりやすいも
のになるよう、内容を改善する検
討を続ける。
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具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

（１）
様々な
理由に
より生
活上の
困難に
直面し
ている
人が、
地域社
会から
孤立し
ないた
めの支
援

生活困窮や貧
困問題に直面
する可能性の
高いひとり親
家庭への支援
を行う。

㊱
外国語通
訳交流員
の派遣

地域振
興課

外国人通訳
交流員の登
録・派遣

　通訳を必要な市民に、外国
人通訳交流員の派遣を行っ
た。令和5年度の派遣実績は2
件だった。

　通訳交流員を派遣する機会
を増やすため、外国人通訳交
流員の制度の周知等の拡充 ○

①日本語学
習ボランテ
ィアグルー
プの代表と
意見・情報
交換を行
う。

①日本語学習ボランティアグ
ループの代表と日本語学習グ
ループ連絡会を通じて、意見
交換・情報提供を行った。意
見・情報交換を行った。

②日本語学
習ボランテ
ィアグルー
プの教授技
術の向上及
び新規加入
者の獲得の
ために講座
を行う。

②日本語学習ボランティアグ
ループの教授技術の向上及び
新規加入者の獲得のために日
本語学習ボランティア講座を
行った。

③グループ
の活動場所
の確保を行
った。

③グループの活動場所につい
て、空調工事で本来の場所で
開催できないグループがあっ
たが、代替施設の予約を行っ
た。

主な
事業

○

◎

外国籍市民の
地域生活に対
する支援を行
う。

㊲
日本語ボ
ランティ
アグルー
プに対す
る支援

地域振
興課

㉟
生活困窮
者への自
立支援事
業の実施

生活福
祉課

「東大和市
くらし・し
ごと応援セ
ンター そえ
る」を窓口
として、生
活困窮者の
相談・支援
を行う

　令和5年度の新規相談受付件
数は394件となり、令和5年度
の国の目安値（276件）以上を
達成した。

　令和5年5月のコロナ5類感染
症移行後も依然として、多く
の新規相談が寄せられてい
る。
　 R5.6～3月の実績
 　　合計313件
　　 月平均31.3件

　5類移行後の新規相談受付
ペースは国の目安値を超える
ものであるため、相談支援体
制のより一層の拡充が必要な
状況が続いている。
　なお、家計改善支援や住居
確保給付金の受付等の実施に
より、制度の趣旨である生活
保護に陥る手前での経済的自
立の促進に寄与していること
から、本事業の重要性は高
い。

　活動に参加するボランティ
アが高齢化傾向にあるため、
引き続きグループの周知をＳ
ＮＳや市報等で発信する。

担当
部署

令和５年度　事業実績

施策 施策概要

○51  
 

○52  ○53  ○54  
  

○56  ○57  
  

○58  ○60  ○59  

  

 

○55  
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　「施策の方向性①　生涯を通じた男女の健康支援」について、小・中学校
における保健及び保健体育等の授業で、性と生殖に関する正しい知識を発達
段階に応じて指導し、正しい知識の理解を深めることができた。
　健康支援・疾病予防については、家族のライフイベントである妊娠・出産
等に対する切れ目ない支援に努め、安心して産み育てられるよう妊産婦に対
する心身の健康相談や、子育てをしながら働き続けるためのサービスの情報
提供をさらに充実させるよう取り組む必要がある。
　またライフステージごとに大きく変化する健康課題に対応するため、引き
続き身近な医療機関等の受診勧奨に努め、疾病予防等の生涯を通じた健康づ
くりの支援に取り組んだ。
　「施策の方向性②　性的少数者への理解促進」については、市職員を対象
にした研修の中で、性的少数者への差別に係る事項について説明した。引き
続き全職員を対象に性的少数者に対する意識啓発を研修で実施し、正しい理
解と認識を深めるよう取り組む必要がある。
　性的少数者に対する理解促進においては、性の多様性に対する正しい理解
と認識を深める取組として、関係機関が実施する相談や研修の情報提供を行
なった。またパネル展を実施し、周知啓発に取り組んだ。今後もより多くの
方の目に留まるような効果的な広報の仕方について、検討を行い、啓発機会
の充実に努める。

２－４－１　「課題３　生涯を通じた健康支援と多様な性の尊重」
　　　　　　に対する東大和市男女共同参画推進計画連絡会議による評価

評価結果 評価理由

△
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２－４－２　調査結果

施策の方向性①　生涯を通じた男女の健康支援

具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

①適宜情報
提供を行
う。

①市報やホームページなどで
適宜情報提供を行った。

②窓口や健
（検）診に
おけるパン
フレットの
配布

②保健センター窓口や健
（検）診におけるパンフレッ
トを随時配布した。

㊴
発達段階
に応じた
適正な性
教育の実
施

教育指
導課

小・中学校
における保
健及び保健
体育等の授
業を通して
の指導

　小・中学校における保健及
び保健体育の授業を通して、
発達段階に応じた指導を実施
し、性に関する理解を深め
た。
　外部講師と連携し、全学年
を通して系統的に指導してい
る事例を市内で共有し、各校
での指導の充実を図った。

　市内での実践事例や文部科
学省「命の安全教育」などの
事例を紹介し、教員の指導力
向上を図る。

○

㊵
人権尊重
の理念に
基づく男
女平等教
育の実施
（再掲）

教育指
導課

東京都教育
委員会作成
の人権教育
プログラム
（学校教育
編)及び文部
科学省作成
の生徒指導
提要に基づ
く指導

　東京都教育委員会作成の人
権教育プログラム（学校教育
編）に基づいて、各学校の実
施及び児童・生徒の発達段階
に応じて適切に性と生殖に関
する正しい知識の理解を深め
た。

　若手教員の増加に伴い、初
任者研修において人権教育プ
ログラムを活用した研修を充
実させる。
　改訂された文部科学省の生
徒指導提要の性に関する課題
の項目の理解の推進に努め
る。

○

※９　リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康／権利）
　個人の自己決定権を保障する考え方で、生涯にわたって身体的・精神的・社会的な健康を維持し、子ど
もを産むかどうか、いつ産むか、どれくらいの間隔で産むかなどについて選択し、自ら決定する権利のこ
とをいう。

施策

（１）
性と生
殖に関
する正
しい知
識の普
及

㊳
避妊・妊
娠・不妊
に関する
知識の普
及啓発

健康推
進課

　普及啓発資材の見やすさや
手に取りやすい工夫に努める
（保健センター窓口やラック
等のパンフレット配置の仕方
等）。

施策概要
主な
事業

担当
部署

令和５年度　事業実績

男女が互いの
身体的性差を
正しく理解
し、互いを尊
重できるよ
う、性に対す
る正しい知識
と尊重する意
識の普及に努
める。また、
リプロダク
ティブ・ヘル
ス／ライツ
（性と生殖に
関する健康／
権利）※９の考
え方に基づく
心身の健康づ
くりを推進す
る。

△
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具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

（２）
健康支
援・疾
病予防

女性特有のラ
イフイベント
である妊娠・
出産等に対す
る切れ目のな
い支援を行
う。

㊶
妊婦や新
生児の健
康管理に
向けた支
援・知識
の普及

健康推
進課

①母子健康
手帳交付時
面接

①母子健康手帳交付時面接
　493件

　今後も 妊娠中から切れ目な
い支援ができるように努め、
安心して産み育てられるため
の妊産婦の心身の健康相談と
あわせ、子育てしながら働き
続けるためのサービスについ
て情報提供を行っていく。

②妊産婦訪
問指導

②妊婦訪問指導
　実数　6件
 （延べ　10件）
  産婦訪問指導
　実数　483件
 （延べ　486件）

③両親学級 ③両親学級
　全4回コースを年6回実施し
た。
 　延べ参加者数　313人

④新生児訪
問指導

④新生児訪問指導
　実数491件
 （延べ495件）

施策 施策概要
主な
事業

担当
部署

令和５年度　事業実績

◎
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具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

（２）
健康支
援・疾
病予防

健康推
進課

②健康教室 ②健康教室
　生活習慣予防教室
　　前期参加者数 14人
　　後期参加者数 26人

　いきいきヘルシー教室
　　前期参加者数 15人
　　後期参加者数 18人

　女性のいきいき健康教室
　　前期参加者数  7人
　　後期参加者数 11人

②健康教室においては、テー
マ設定や周知方法の検討、保
育の実施を行い、若い世代が
参加しやすいように工夫して
いく。

㊷
生涯を通
じた健康
づくり関
連事業の
充実

ライフステー
ジごとに大き
く変化する健
康課題に対応
するため、疾
病予防等の生
涯を通じた健
康づくりを支
援する。

①各種健
（検）診

①引き続き、身近な医療機関
やかかりつけ医療機関で健
（検）診を受けることができ
るよう受診勧奨を行う。ま
た、働く世代の市民が受診し
やすいように土曜日実施を設
定する。

①各種健（検）診
  成人健康診査
　  受診票送付数　1,639人
    受診者数　　　　673人
  成人歯科健診
　  受診票送付数　1,018人
　  受診者数 　　   212人
  胃がんリスク検査
　  受診票送付数　  297人
　  受診者数 　   　206人
  胃がん検診
　  受診票送付数　　889人
　  受診者数　　　　656人
  大腸がん検診
　  受診票送付数  1,905人
　  受診者数      1,840人
  肺がん検診
　  受診票送付数  1,417人
　  受診者数      1,216人
  乳がん検診
　  受診票送付数  1,353人
　  受診者数      1,179人
  子宮頸がん検診
　  受診票送付数  1,386人
　  受診者数      1,218人
  骨粗鬆症検診
　  受診票送付数    143人
　  受診者数      　139人
  前立腺がん検診
　  受診票送付数    684人
　  受診者数        573人
  がん検診推進事業
 （乳がん）
　  受診票送付数    476人
　  受診者数       　97人
  がん検診推進事業
 （子宮がん）
　  受診票送付数    421人
　  受診者数         29人

◎

施策 施策概要
主な
事業

担当
部署

令和５年度　事業実績
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施策の方向性②　性的少数者への理解促進

具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

㊹
性的少数
者に対す
る理解促
進

地域振
興課

性的少数者
に対する情
報提供

　東京都や関係機関が実施す
る相談や研修等の情報を、市
役所1階入口ホールのラックに
掲出及びパネル展による情報
提供を通じ、意識啓発を行っ
た。

　パネル展示の際に、より多
くの方の目に留まり、周知を
図ることを目的に、関連する
本も閲覧用に設置した。
　今後も、より効果的な広報
の仕方について検討を行い、
啓発に努めていく。

○

施策 施策概要
主な
事業

担当
部署

令和５年度　事業実績

　継続的にハラスメント研修
の中で性的少数者への差別に
係る事項を説明した。

　継続的に実施する必要があ
る。

○

（１）
性的少
数者に
関する
啓発機
会の充
実

性的指向や性
同一性障害な
ど、性別に起
因する偏見や
固定観念等に
より困難な立
場に置かれて
いる人々の現
状や性の多様
性に対する正
しい理解と認
識を深めるよ
うに啓発を行
う。

㊸
職員研修
を活用し
た意識啓
発

職員課 継続的にハ
ラスメント
研修の中で
性的少数者
への差別に
係る事項を
説明する。

○51  
 

○52  ○53  ○54  
  

○56  ○57  
  

○58  ○60  ○59  

  

 

○55  
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「目標３　男女共同参画社会実現に向けた推進体制の整備・充実」について

３－１　東大和市男女共同参画推進審議会の答申

「施策の方向性①　男女平等の意識づくり」については、男女共同参画に関
する意識啓発の取組として、年間を通しパネル展を実施した。パネル展の実
施については、市役所庁舎内だけではなく、市内商業施設内でも取り組めた
ことを評価する。今後も様々な場所や機会を捉え、パネル展のみならず、SNS
を活用し、より効果的な情報提供に努める必要がある。
　また、男女共同参画の相談の充実として、令和５年７月から「女性のため
の悩みごと相談」を開始し、女性の抱える多様な悩みに寄り添う相談窓口と
しての体制の充実に努めた。
　「施策の方向性②　男女共同参画に関する学習機会の提供」については、
講座や講演会の内容や曜日の工夫によって、男性の参加も見られたが、依然
男性の参加者が少ないことから、男女を問わず子育て中の方が参加できるよ
うに工夫し、かつ男性も参加しやすい講座の企画を実施することが必要であ
る。
　図書館の男女共同参画関連図書の活用については、男女共同参画に関する
資料の貸出しを行った。また、「男女共同参画図書展」を実施し、中央図書
館・地区図書館の夜間開館を行ったことで、日中に来館できない人等に対し
て、男女共同参画に関する学習機会の提供を行った。

○

答　　　申

　教育の場における男女共同参画の推進については、早い時期に健全な人権意識を持つこ
とは重要なことです。児童・生徒がひとりの人として尊重されながら教育を受けることは
当然の権利です。生徒が個人の違いを認め合い、自由と責任を考えながら生活を送る中
で、自分の意思で標準服を選び着用する標準服の自由化推進の取組を評価します。また、
教職員が児童・生徒のために、人権尊重について取り組むための時間的なゆとりがある環
境整備に努めてください。そのためには、学校教育の場で多忙な教職員も人権を尊重され
るべき存在であるとの理解を広めることも大切です。
　小学校から高校までの学びと活動の様子を、児童・生徒自身が自分の記録を積み重ねる
キャリア・パスポートの作成に際して、性別による固定的な価値観について話し合う場を
設けるなど、アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）の払拭に努めてください。
　審議会等の男女比率については、令和１２年度末までに女性委員の比率について40％を
目標としています。しかしながら、男女比率の改善については、一向に進んでいません。
特に女性委員の少ない審議会等に対しては、女性の登用について、更に踏み込んだ対応を
してください。また、会議の開催に関しては、働き方や、事情が異なる多様な市民が審議
会等に参加しやすくなるようオンライン化や一時保育の導入等、環境整備を検討してくだ
さい。

３－２－１　「課題１　男女平等の意識づくり」
　　　　　　に対する東大和市男女共同参画推進計画連絡会議による評価

評価結果 評価理由
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３－２－２　調査結果

施策の方向性①　男女平等の意識づくり

具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

地域振
興課

㊻
男女共同
参画相談
の充実

地域振
興課

①「女性の
ための法律
相談」の充
実

②「女性の
ための悩み
ごと相談」
の実施予定

①月1回5人の定員枠で実施。
年間60人の相談定員枠を44人
が利用した。

②7月から3月までの9か月間で
1日3人の相談定員枠で実施。
27人の相談定員枠を20人が利
用した。

　「女性のための悩みごと相
談」はキャンセル待ちが出る
など、需要がある。
　今後、「女性のための悩み
ごと相談」の相談枠数を増や
す検討を行う必要がある。 ◎

施策 施策概要
主な
事業

担当
部署

令和５年度　事業実績

①年間を通し、市役所や市内
の商業施設で男女共同参画に
関するパネル展を行い、意識
啓発を実施した。

②引き続き、市報・ホームペ
ージ・SNSを活用し、スピー
ディーな情報提供を行う。

　市内商業施設内の市の情報
発信コーナーが閉鎖したた
め、新たに周知・啓発できる
場を検討する必要がある。

◎

（１）
男女共
同参画
に関す
る意識
啓発

様々な媒体を
通じて男女共
同参画に関す
る意識啓発を
行い、日常生
活で男女共同
参画の考え方
を意識するこ
とができるよ
う、その重要
性を考える
きっかけづく
りを行う。

㊺
広報・啓
発活動の
充実

①パネル展

②市報・ホ
ームページ
・SNSを活用
した意識啓
発
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施策の方向性②　男女共同参画に関する学習機会の提供

具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

(１)
男女共
同参画
に関す
る学習
機会の
提供

㊼
生涯学習
ガイド
ブック
「学びあ
いガイ
ド」の活
用

生涯学
習課

生涯学習ガ
イドブック
「学びあい
ガイド」の
発行

　令和５年度も以下のとおり発行
した。
  「学びあいガイド（行政）」500部
  「学びあいガイド（市民）」800部
  「学びあいガイド（小学生）」
    4,700部（7月発行）

  引き続き、学びあいガイドを通じ
て市の生涯学習事業について周
知を行う。
  今後は内容を精査し、市民に親
しみやすい学びあいガイドを目指
す。

◎

㊽
男女共同
参画関連
事業の充
実

令和５年度　事業実績

多様な働き方
やワーク・ラ
イフ・バラン
スの実現等、
男女共同参画
に関する講座
やイベント等
を開催する。
また、子育て
を理由に参加
をあきらめる
ことがないよ
う、講座での
保育環境を充
実する。

保育付講座（中央・南街・上
北台公民館）
　引き続き、新たなテーマを
踏まえた保育付講座を企画す
る。

【中央公民館】
「自尊感情を育み、子育てを
  楽しむ」ワクワクな自分づ
  くり講座（全10回）
　定員16人、
　延べ参加者数 164人
 （女性84人、男性5人、
   子ども79人）

「ヨガ・薬膳・アドラー心理
  学による　自分軸を整える
  講座」（全10回）
  定員15人
  延べ参加者数 211人
 （女性115人、子ども96
   人）

【南街公民館】
「漆を使った金継ぎ・木製ス
  プーン制作」（全9回）
　定員20人
　延べ参加者数 175人
 （男性12人、女性126人、
　 子ども37人）

「おうちでできるモンテッ
  ソーリ教育」（全7回）
　定員20人
　延べ参加者数 126人
 （男性11人、女性61人、
　 子ども54人）

【上北台公民館】
「ポジティブ心理学＆ゆる
  体操講座」（全10回）
　定員20人
　延べ参加者数 128人
 （女性68人、子ども60
   人）

中央公
民館

保育付講座
（中央・南
街・上北台
公民館）

◎

施策 施策概要
主な
事業

担当
部署
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具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

多様な働き方
やワーク・ラ
イフ・バラン
スの実現等、
男女共同参画
に関する講座
やイベント等
を開催する。
また、子育て
を理由に参加
をあきらめる
ことがないよ
う、講座での
保育環境を充
実する。

㊽
男女共同
参画関連
事業の充
実

　内容や曜日の工夫によっ
て、男性の参加もみられた。
引き続き男女問わず参加でき
る工夫が必要。

②図書館の
男女共同参
画関連図書
の活用

②・男女共同参画図書展「男
    女が自然に手を携える社
    会を目指して」
　  令和6年2月1日(木)～29日
　  (木)実施
　　中央図書館　 106冊展示
　　　　　　　　 77冊貸出
　　桜が丘図書館 70冊展示
　　　　　　　　 32冊貸出
　　清原図書館　 45冊展示
　　　　　　　　 12冊貸出
　・男女共同参画に関する資
    料を継続して収集した。
　 （家族問題、男性・女性問
     題の主題分類番号
    【367】資料　195冊）

　男女共同参画図書展のテー
マをより工夫して自分達の問
題として捉えられるものとす
ることが課題。

③夜間開館
の実施

　地区図書館での夜間開館
が、コロナ禍もあけたことも
あり、増加している。継続し
た利用の定着が見られるかが
課題。

③夜間開館を継続して実施し
た。
　中央図書館
　　水・木・金曜日
　桜が丘・清原図書館
　　火・水・木・金曜日
　3館午後7時まで

  夜間開館利用状況
　  開館日数
　　  中央 128日
　　  桜が丘 175日
　　  清原 176日

　利用者数
　　中央 5,305人
　　（1日平均 41.4人）
　　桜が丘 2,629人
　　（1日平均 15.0人）
　　清原 2,439人
　　（1日平均 13.9人）

　貸出冊数
　　中央 22,333冊
　　桜が丘 9,419冊
　　清原 9,610冊

◎

施策 施策概要
主な
事業

担当
部署

令和５年度　事業実績

（１）
男女共
同参画
に関す
る学習
機会の
提供

中央図
書館

①講座等の
充実

①・講習会「子どもたちに絵
    本を読む」
　　令和5年6月23日(金)実施
　　参加者数  21人
　　（女性18人、男性3人）
　　【定員なし】
　・講習会「読みメンになろ
    う！」
　　令和6年2月25日(日)実施
　　参加者数　4組8人
　　（父親3人、母親2人）
　　【定員20人】
　・講演会「子どもと本がで
    あうとき－変わるもの、
    変わらないもの－」
　　令和5年12月3日(日)実施
　　参加者数　18人
　　（女性18人）
　　【定員30人】

○51  
 

○52  ○53  ○54  
  

○56  ○57  
  

○58  ○60  ○59  

  

 

○55  
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　「施策の方向性①　教育の場における男女共同参画の推進」については、
男女共同参画の視点に立った教育の推進として、中学校における標準服選択
制を引き続き推進し、無意識による固定的な価値観を与える「無意識の思い
込み（アンコンシャス・バイアス）」や慣行等の改善に努めた。
　教職員に対しては、人権教育プログラム等を活用した校内研修を実施し、
児童・生徒を取り巻く教育現場において、アンコンシャス・バイアスに気づ
き、適切な対応ができるよう、普及・啓発の充実に取り組んだ。
　児童・生徒の能力や適性に応じたキャリア教育の充実については、小・中
学校においてキャリア・パスポートを作成しながら、児童・生徒が学習状況
やキャリア形成を見通したり、振り返りなど、一定の効果が得られているこ
とから、今後も改善を図りながら継続して取り組む必要がある。

３－３－１　「課題２　男女平等に向けた教育の推進」
　　　　　　に対する東大和市男女共同参画推進計画連絡会議による評価

評価結果 評価理由

○
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３－３－２　調査結果

施策の方向性①　教育の場における男女共同参画の推進

具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

㊿
人権教育
プログラ
ム等を活
用した校
内研修の
実施

教育指
導課

①校内研修
の充実

①人権教育推進委員を中心に
校内研修を全校で実施し、教
員が無意識に性別による固定
的な価値観を与える「無意識
の思い込み（アンコンシャス
・バイアス）」に気付くこと
ができた。

　今後も引き続き、校内研修
のあり方について、各校の取
組を共有し、改善を図ってい
く。

②人権尊重
教育推進委
員会におけ
る取組の充
実

②人権教育推進委員が、国及
び東京都における人権教育に
ついて、基本的な考え方に基
づき理解するとともに、人権
尊重教育推進校の報告会に参
加し、指導事例を学ぶことが
できた。

惟

児童・生
徒の能力
や適性に
応じた
キャリア
教育の充
実

○

（２）
能力や
適性に
応じた
選択を
するた
めの教
育の推
進

児童・生徒が
個人の能力や
適性に応じ
て、学びや職
業、ライフイ
ベントを総合
的に考え、主
体的に考える
ことができる
ような教育・
指導を行う。

教育指
導課

「キャリア
・パスポー
ト」のデー
タによる作
成

①中学校における標準服選択
制により標準服を自分の意思
で選び、着用している。

②中学校において、保健・体
育の共修により、男女共同参
画の意識を持てるようになっ
ている。

③生徒の性差別などに係る悩
みに関して、担任教諭だけで
なく、養護教諭や、スクール
カウンセラー等も活用し、個
別対応することができてい
る。

　今後も引き続き①～③の取
組を継続し、男女共同参画に
向けた教育の充実を図ってい
く。

○

○

　小・中学校において、キャ
リア・パスポートを作成しな
がら児童・生徒が学習状況や
キャリア形成を見通したり、
振り返ったりしているなど、
一定の効果が得られている。

　今後も引き続き、キャリ
ア・パスポートを作成するこ
とを通して、社会的・職業的
自立に向け、必要な基盤とな
る資質・能力を身に付けられ
るよう改善を図っていく。

（１）
男女共
同参画
の視点
に立っ
た教育
の推進

児童・生徒を
取り巻く教育
現場におい
て、無意識に
性別による固
定的な価値観
を与える「無
意識の思い込
み（アンコン
シャス・バイ
アス）」に気
づき、適切な
対応ができる
よう、教職員
への普及・啓
発機会を充実
する。

㊾
学校にお
ける性差
別の慣行
の改善

教育指
導課

①標準服選
択制の推進

②保健・体
育の男女共
修の継続

③カウンセ
リング等の
個別対応の
実施

施策 施策概要
主な
事業

担当
部署

令和５年度　事業実績

○52  ○53  ○54  
  

○56  ○57  
  

○58  
 

○55  
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　「施策の方向性①　庁内における男女共同参画の推進」については、職員
の男女共同参画の意識の醸成として、ワーク・ライフ・バランス強化月間を
実施し、意識啓発に取り組んだ。また、令和５年１２月から勤務間インター
バルを導入し、職員のワーク・ライフ・バランス強化に努めた。
　審議会等の男女比率の改善については、前年の27.9％から30.6％に上昇し
た。全庁に女性委員等の積極的な登用を促す依頼文書を発出するなど取組に
努めたが、女性がいない委員会もあることから、引き続き委員改選時の女性
委員の積極的登用を働きかけ、女性の委員比率の目標値（４０％）を達成す
るための時期や方法について、全庁的に取り組むことが課題である。
　「施策の方向性②　計画の推進・進捗管理」については、審議会の答申を
受け、年次報告書の推進状況調査表の回答を各課に依頼する際、担当部署の
自己評価について、取組や目標などを数値等により、客観的評価ができるよ
う、進捗状況表の記載方法について、東大和市男女共同参画推進計画連絡会
議で意識の共有を図った。

３－４－１　「課題３　計画の推進体制・進捗管理」
　　　　　　に対する東大和市男女共同参画推進計画連絡会議による評価

評価結果 評価理由

△
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３－４－２　調査結果

施策の方向性①　庁内における男女共同参画の推進

具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

意

ワーク・
ライフ・
バランス
強化月間
の実施

慰

地域振
興課

職員に対す
る意識啓発

　庁内グループウェア掲示板
を活用し、男女共同参画に関
する様々な情報提供を行い、
周知を図った（11回）。
　また、市が主催・後援する
行事等においても、登壇者や
発言者等の性別に偏りがない
よう、全所属長に対し依頼文
を送付した。

　今後も引き続き、様々な手
法や機会で広く情報提供を行
い、周知を図っていく。

○

　職員研修所で実施される男
女共同参画研修を16人が受講
した。

令和５年度　事業実績

職員研修
を活用し
た啓発機
会の充実

　ワーク・ライフ・バランス
強化月間実施とワーク・ライ
フ・バランスに係る研修等を
実施した。

　研修の対象者
　　理事者
　　部課長職全員
　　市立小・中学校長等
　
　研修受講者　58人

　また、令和5年12月1日(金)
から勤務間インターバルを試
行で導入し、職員のワーク・
ライフ・バランス強化に努め
た。

　１回で終わるのではなく、
今後も継続的に実施する必要
がある。

○

○

　参加人数を増やす必要があ
る。

施策 施策概要
主な
事業

担当
部署

（１）
職員の
男女共
同参画
意識の
醸成

市職員自らが
ワーク・ライ
フ・バランス
を実現させ、
その個性と能
力を十分に発
揮させるな
ど、庁内にお
ける男女共同
参画の推進に
努める。

職員課 ワーク・ラ
イフ・バラ
ンス強化月
間またはワ
ーク・ライ
フ・バラン
スに係る研
修等の事業
を継続して
実施する。

研修所研修
への職員の
派遣

職員課
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具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

易
特定事業
主行動計
画※10の
推進

椅
審議会等
の男女比
率の改善

主な
事業

担当
部署

令和５年度　事業実績

施策 施策概要

（２）
女性職
員の活
躍推進

○

　目標達成していない項目を
重点的に達成できるように努
める。

　特定事業主行動計画におけ
る目標達成に向けて、達成状
況を集計し、公表した。

特定事業主
行動計画に
おける施策
の推進

職員課多様な視点を
市政運営に反
映させ、市民
サービスの向
上につなげる
ため、女性職
員が政策決定
過程に参画で
きる機会の拡
大を図る。

（３）
審議会
等政策
決定過
程への
男女共
同参画
の推進

○

　男女双方の意見が偏りな
く、意思決定の場に反映され
るようにするため、積極的な
女性の登用の依頼文書を全庁
に発信し、働きかけた。
　審議会等の女性委員の比率
は前年度よりも2.7％増加し
た。引き続き目標達成のた
め、更なる取組の強化が必要
である。

　毎年実施する審議会等の設
置状況の調査とともに、審議
会等における女性委員登用に
ついての依頼文書を全所属長
に対し送付し、女性委員比率
の向上に努めた。

　令和6年4月1日現在
　・委員総数575人
　　女性委員数176人
　　女性委員比率 30.6％
　・委員会総数 42
  　女性委員のいる委員会
　　数 36
  　女性委員のいる委員会
　　数比率 85.7％

あらゆる意思
決定の過程に
おいて性別に
偏りが生じな
いよう、審議
会等における
女性委員の比
率４０％を目
指し改善に努
める。

①審議会等
の設置状況
調査

②女性委員
登用につい
ての依頼文
書の発信

関係各
課

※１０　特定事業主行動計画
　特定事業主（国・地方公共団体）が女性活躍や、次世代の育成支援のための取組みを総合的・効果的に
実施できるよう、策定する計画。
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施策の方向性②　計画の推進・進捗管理

具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

為

地域振
興課

東大和市男
女共同参画
推進計画連
絡会議の開
催

　男女共同参画に関する事業
については、全庁で取り組む
必要があるため、「東大和市
男女共同参画推進計画連絡会
議」を3回開催し、推進状況や
進捗管理について検討を行っ
た。

　「第三次東大和市男女共同
参画推進計画」で掲げる施策
や事業を着実に推進するため
には、全庁で取り組む必要が
ある。
　そのために、組織横断的な
視点で計画の推進に取り組む
庁内推進体制「東大和市男女
共同参画推進計画連絡会議」
での評価・提言等を担当部署
にフィードバックし、翌年度
以降に各課が効果的に施策の
取組ができるようにする。

◎

畏
男女共同
参画推進
拠点のあ
り方の検
討

男女共同
参画推進
体制の見
直し

施策 施策概要
主な
事業

令和５年度　事業実績

担当
部署

○

　引き続き、新たな組織体制
において、実態把握等を行っ
ていく。

　全課を対象とした組織・定
員に関する調査やヒアリング
を実施する中で、地域振興課
の現状や課題等の把握を行っ
た。
　地域振興課については、令
和4年度に係を再編し、人権施
策や男女共同参画施策を一体
的に進めていくことを目的と
して、人権・共同参画係を設
置した。令和6年度は令和5年
度に引き続き、この体制を維
持しながら、事業を推進して
いくこととした。

組織・定員
などの見直
し

企画政
策課

（1）
庁内推
進体制
の充実

組織的な視点
で男女共同参
画の推進に努
める。

○

　引き続き実施可能な男女共
同参画事業の充実の検討を行
う。

　「女性のための法律相
談」、「女性のための悩みご
と相談」を実施し、相談機能
の充実を図った。

男女共同参
画事業の充
実

地域振
興課
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具体的な
事業

実施状況
(数値など具体的な実績）

今後の課題
（達成できなかった
　要因及び改善策）

担当
部署
評価

異
年次報告
書の作成

移
国や他自
治体との
連携

維
男女共同
参画に関
する調査
研究・情
報収集

　施策の実施については、担
当部署に計画の目的を的確に
周知することが必要になる。
　引き続き「東大和市男女共
同参画推進審議会」での答申
等を担当部署にフィードバッ
クし、今後の事業実施に繋げ
ていく。

　「第三次東大和市男女共同
参画推進計画」の進捗管理に
ついて、東大和市男女共同参
画推進審議会での答申・意見
等を担当部署にフィードバッ
クし、推進状況調査表の担当
課評価の基準統一等の意識共
有を図った。

年次報告書
の作成

地域振
興課

令和５年度　事業実績

施策 施策概要
主な
事業

担当
部署

（２）
男女共
同参画
推進計
画の進
捗管理

計画の着実な
推進に向け
て、施策の実
施状況の管理
と検証を行
い、PDCAサイ
クルに基づく
進捗管理を行
う。

○

　引き続き、積極的な情報収
集及び他自治体との連携に努
めていく。

　課長会や職員連絡会への参
加、他自治体との連携を図っ
た。

情報収集や
他自治体と
の連携

地域振
興課

（３）
調査研
究及び
情報収
集

国・都・他市
町村等との情
報交換等を通
じて、国内外
の最新の動向
を踏まえた計
画の推進に努
める。

○

　引き続き、積極的な情報収
集に努め、新たな事業展開に
繋げていく。

　内閣府や東京都が実施する
研修に参加し、最新の動向に
ついて情報収集を行った。

男女共同参
画に関する
情報収集

地域振
興課

男女共同参画
に関する調査
研究や、国内
外の最新の動
向について情
報収集と提供
を行う。

○
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